
様式第14号(裏面) 

(日本産業規格B列8) 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(抄) 

第51条 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員

に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受け

る者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の

物件を検査させることができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

第56条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところによ

り、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

 六 第51条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(抄) 

第55条 次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及

び当該事業を行う事業所の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所

その他派遣就業の場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚

生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 

 七 法第51条の規定による立入検査 

 


